
小売業者の責務について 
 

「家電リサイクル法では、小売業者に４つの責務を定めています。 

 

①引取り業務～小売業者は、過去に販売した家電４品目の廃棄物の引取りを排出者

から求められたときこれを引き取らなければなりません。また、家電４品目の販売

に際し、同種の家電４品目廃棄物の引取りを排出者から求められたときこれを引き

取らなければなりません。 

 

②引渡業務～小売業者は、引き取った廃棄物を、それを引き取るべき製造業者等（も 

しくは指定法人）に引き渡さなければなりません。 

 

③収集・運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求～小売業者は、廃棄物の

収集・運搬料金を店頭掲示などにより公表しなければなりません。排出者の求めに

応じ、リサイクル料金を掲示しなければなりません。リサイクル料金と収集・運搬

料金を排出者に請求することができます。 

 

④管理票の交付・３年間の保存～小売業者は、廃棄物を引き取るときに、家電リサ

イクル券に必要な事項を記載し、排出者に「排出者控」片を渡さなければなりませ

ん。廃棄物を製造業者等に引き渡すとき、「小売業者回付」片と「指定引取場所控」

片を渡さなければなりません。その際、製造業者はこの「小売業者回付」片に引取

印を押し、小売業者に回付します。小売業者はこの「小売業者回付」片を３年間保

存しなければなりません。排出者から「小売業者回付」片閲覧の申し出があったと

きは、これに応じなければなりません。 

 


